
 

『既存住宅の流通促進へ向け 情報提供の充実など法改正』 
  

 政府はこのほど、既存住宅の流通の促進を図るための市場環境の整備を促進するとともに、宅地建

物取引業者の資質向上や、消費者利益の保護の一層の徹底を図るための「宅地建物取引業法の一

部を改正する法律案」を閣議決定した。 

 日本の既存住宅の流通シェア（既存／全体）は１４．７％で、欧米諸国と比

較して極めて低い水準になっている（米国８３．１％、フランス６８．４％）。政府

は既存住宅流通が増加しない要因の一つとして、消費者が住宅の質を把握

しづらい状況にあることとし、今回の改正案をまとめた。法律案の概要は以下

の通り。（１）既存の建物の取引における情報提供の充実：宅地建物取引業

者に対する以下の事項の義務付け ○媒介契約の締結時に建物状況調査

（いわゆるインスペクション）を実施する者のあっせんに関する事項を記載し

た書面の依頼者への交付 ○買主等に対して建物状況調査の結果の概要

等を重要事項として説明 ○売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認し

た事項を記載した書面の交付（２）消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上 ○営業保証金制

度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外 ○事業者団体に対し、従業者への体系的な研

修を実施する努力義務を賦課 

 

『賃金改善見込む企業４６．３％ ７年ぶり減少―帝国データ調査』 
       

 帝国データバンクが発表した２０１６年度の賃金動向に関する企業の意識調査によると、正社員の賞

与などを含めた賃金改善を見込む企業は４６．３％となり、前年調査（１５年１月）での１５年度見込みを２．

０ポイント下回った。景気の先行き不透明感が強まる中、賃金改善の企業が減少したのは０９年１月調

査以来７年ぶり。 

 賃金改善の具体的内容は、ベアが３５．５％（前年度比１．２ポイント減）、賞与（一時金）は２６．０％（同

１．４ポイント減）。１３年度以降３年連続で上昇していたベアは４年ぶりに低下した。賃金を改善する理由

は「労働力の定着・確保」が７３．８％で過去最高を記録。また、「同業他社の賃金動向」の割合も過去最

高を更新する中、「自社の業績拡大」は３年連続で減少。改善しない理由は、「自社の業績低迷」が６１．

５％で最多となる一方、「同業他社の賃金動向」「人的投資の増強」は前年調査より３ポイント以上増加し

た。賃上げの「見込みがない」と回答した企業の割合は前年調査比３．７ポイント低下

の２３．７％、「分からない」が５．７ポイント上昇の３０．０％。帝国データは「景気の先行

きが読めず、まだ判断できない企業が増えたようだ」とみている。調査は１月に全国２

万３，２２８社を対象に実施、有効回答率４５．３％。 
    

            出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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